
更新勧奨について 

 

更新勧奨は、認定有効期間の終了する月の２か月前にサービスの

利用があった被保険者に送付します。（ただし、送付する月の２か

月前の国保連の利用データーをもとに送付するので、送付直前の２

か月前からサービス利用開始された方は反映されません。） 

よって、有効期間４か月前から利用を開始された被保険者には発送

されません。 

例 

 

8月 ９月 10月 11月 12月

認定有効期間 12月31日

10月末に更新勧奨送付

サービス利用 　対象外　9月、10月からサービス開始

10月末に送付する更新勧奨のデーターは最新の国保連

データーに基づいて抽出（８月サービス利用分まで）

よって、９月や１０月からサービスを利用した被保険

者には送付できない。

対象


